
令 和 ６ 年 ４ 月 ９ 日 

保護者の皆様 

安芸太田町立加計中学校  

校長   沖本  直樹  

 

大雨・洪水・暴風雨等による警報発令時の登校・下校について 

 

 保護者の皆様には平素より学校教育につきましてご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、「大雨・洪水・暴風雨等による警報発令時の対応」について、次のとおり対応をとることとし

ています。ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（１）登校〔大雨・洪水・土砂災害・暴風・暴風雪〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   過ごし方や家庭学習、次の日の時間割等について、「すぐーる」で学校から連絡をします。 

「すぐーる」での既読確認ができない場合や緊急の場合には、電話連絡する場合があります。 

 

 

（２）登校〔大雪〕（特別警報を除く） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭学習や時間割の連絡は大雨等のときと同じです。 

※特別警報の場合は、臨時休校です。 

 

（３）下校〔大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪〕 
 

 

 

 

 

 
 

生徒だけでの下校が危険な場合や交通機関が使えないときは、原則保護者に迎えに来ていただき 

ます。緊急の場合には、電話連絡する場合があります。 

午前６時の時点で 

「大雨」「洪水」「暴風」「暴風雪」の警報（特

別警報を含む）「大雪特別警報」「土砂災害警

戒情報」のいずれかが発令されているとき 
町内全小・中学校は臨時休校です。 

警報が解除になっても当日はそのまま

休校です。「すぐーる」で各家庭に連絡

します。 午前６時以降に 

「大雨」「洪水」「暴風」「暴風雪」の警報（特

別警報を含む）「大雪特別警報」「土砂災害警

戒情報」のいずれかが発令されたとき 

午前６時の時点で 

「大雪」の警報（特別警報※を除く）が発令さ

れているとき 

積雪状況や交通機関等の状況により判

断し，開校するか臨時休校とするかを午

前７時までに連絡します。 

「すぐーる」で各家庭に連絡します。 

午前６時以降に 

「大雪」の警報（特別警報※を除く）が発令さ

れたとき 

午前６時に判断の場合と同様ですが，連

絡が遅れる場合があります。 

「すぐーる」で各家庭に連絡します。 

学校にいるときに「大雨」「洪水」「暴風」「暴

風雪」「大雪」の警報（特別警報を含む）「大

雪特別警報」「土砂災害警戒情報」のいずれか

が発令されたとき 

気象状況や交通機関等の状況により判

断し，学校の対応を連絡します。 

「すぐーる」で各家庭に連絡します。 

状況により安全な場所に待機させます。 


